
1-2  日本で発生した大きな地震

① 日本各地で大きな地震が繰り返し発生していることを知る。(発生場所もさまざまだと気づく。)

② ガイド p.4 の年表や p.5 の写真を見て、地震によって被害状況が違うことを知る。

③ 自分たちの住んでいる地域にはどのような被害が出るか考える。（地域に特化した被害を考える。）

●首都で起こる地震の特徴

人口、資産、交通などが集中している都市部において

は、自然災害が発生した場合、その被害が甚大にな

り得る。都市部に集中する交通インフラが被災した場

合は、我が国の交通ネットワーク全体の機能低下を

招くとともに全国的な経済活動の継続性を阻害する

要因となる。

参照：国土交通省「(5) 大規模被害の可能性」

❶ 「兵庫県南部地震」

国内で史上初めてとなる「震度７」を観測した。

※参照：NHK 【阪神・淡路大震災特集サイト- 観測史上初

「震度７」】

阪神淡路大震災から見直されたこと

•災害対策の基本的な法令・制度・体制の見直し
例)災害対策基本法の改正など

•緊急対応の充実

•被災者生活再建支援対策の充実

•ボランティアや支援物資の受入体制の充実

•住宅対策

参照：内閣府防災情報「7-2 阪神・淡路大震災の経験と対応」

❷ 「令和6年能登半島地震」

2024年1月1日に石川県能登半島地下16ｋｍで

内陸地殻内地震として発生した。この地震では、被

害総額は1.1兆円から2.5兆円と推計されており、死

者260人、行方不明者3人、負傷者1,577人が報

告されている。被災地域は中部地方と近畿地方の一

部で、交通網の寸断や土砂災害、火災、液状化現

象などが発生した。

参照：内閣府 防災情報「令和６年能登半島地震による被害状

況等について」

❸ 「東北地方太平洋沖地震」

日本国内観測史上最大規模の地震で、世界でも4

番目の規模の地震だった。巨大な津波が発生し、宮

城県女川漁港で14.8mの津波痕跡も確認されて

いる。また、遡上高（陸地の斜面を駆け上がった津

波の高さ）では、全国津波合同調査グループによる

と、国内観測史上最大となる40.5mが観測された。

参照：内閣府 防災情報「特集 東日本大震災」

※津波については本解説書P.10を参照

❹ 「大正関東地震」

近代化した首都圏を襲った唯一の巨大地震であり、

南関東から東海地域に及ぶ地域に広範囲な被害が

発生した。

横浜市においても市街全域が焼失し、石油タンクの

火災は12日間も続いた。また、日本流の耐震設計

のビルが被害軽微であったことを契機として、地震の

翌年に市街地建築物法の構造強度規定が改正さ

れ、世界で初めての法令による地震力規定が誕生し

た。

参照：内閣府 防災情報「報告書（1923関東大震災）」

●震度

気象庁の震度階級は「震度0」「震度1」「震度2」「

震度3 」 「震度4」 「 震度5弱 」 「震度5強 」 「震度6

弱」「震度6強」「震度7」の10段階となっている。

参照：国土交通省「(5) 大規模被害の可能性」

気象庁が発表する震度は、全国各地に設置した震

度観測点で観測した震度である。地震動は地盤や

地形に大きく影響されるため、同じ町、丁目内であっ

ても場所によって震度が1階級程度異なる場合があ

る。

参照：気象庁「気象庁震度階級関連解説表」

❺ 「平成28年 熊本地震」

2016年4月14日に熊本県益城町で震度7を観測し、また16日には県益城町及び西原村

で震度7を観測した。震度7の地震が同一地域で連続して発生するのは、震度7が設定され

た1949年以降初めてのこと。4月14日から7月14日までに、震度7を2回、震度6強を2回

、震度6弱を2回、震度5強を4回、震度5弱を8回観測。震度1以上の地震が合計1,888

回発生。

参照：内閣府防災情報「特集1 平成28年熊本地震」

地震の年表を見ると、大きな地震が繰り返し発生し

ていることがわかる。このことから、今まで大きな地震を

経験していない人も、いずれ巨大地震に遭遇する可

能性が高いという考えが導き出せる。過去の地震を

学ぶことで、次に地震が起こったとき自らの身を守るこ

とに繋がることに気づけるようにする。

地震が起こる地域によって、津波の被害であったり、

土砂災害であったり、被害の種類が違うことがわかる。

阪神・淡路大震災では建物倒壊などによる圧死が多

かった。これを機に、耐震基準が見直されたことにより、

その後、より地震に強い建物が立てられるようになった。

このように過去の地震から学び、次の地震に備える取

組がされているということに気づけるようにする。

年表や写真から過去の地震の被害を知り、地域や時

代によって被害が変わることを理解している。

指導のポイント

2

●マグニチュード(M)と、一般的に呼ばれる地震の規模

M １未満 ：極微小地震 
M １～３ ：微小地震 

M ３～５ ：小地震

M ５～７ ：中地震 

M ７～ ：大地震 
M ８ 以上：巨大地震

参照：千葉県警察「マグニチュードと震度について 災害に対する基礎知識」

〈マグニチュードと震度〉

●マグニチュードと地震の規模

マグニチュードは、“１”大きくなると地震の規模は約32倍大きくなり、“2”大きくなると
1,000倍になる。

参照：気象庁「震度とマグニチュード」
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